






　将来的には史跡の追加指定を目指して保護を図る範囲とするが、現在、住宅あるいは店舗等として使用している歴史的な
建造物を保存活用しながら、史跡の保存活用と歴史的景観の維持向上を両立させる区域として誘導していくものとする。





　史跡指定地（南堀外側の区域）については、第1次保存整備事業により史跡周囲の緑地帯や遊歩道区域として活用されてい
る。説明板等既存建造物の建て替えや植栽の更新等最小限の現状変更のみ認めるものとする。

　史跡指定地は、文化財保護法の適用を受けるため、現状を変える行為を行う場合には、文化財保護法に基づき適切な処置を
講ずることが求められる。そのため、現状変更および、保存に影響を及ぼす行為に関する取り扱い基準を定める。現状変更に
あたっては、窓口の足利市教育委員会事務局文化課から文化庁長官（軽微な変更の場合は足利市教育委員会）への許可申請が
必要である。



遺構面に影響を及ぼす可能性のある現状変更については、その面積に応じて、発掘調査ないし立合調査を行い、重要
な遺構が確認された場合は、計画変更や保護措置を講じた上で実施する。特に発掘調査によって遺構の解明が進んで
いない参道区域並びに孔子廟区域については、遺構の有無や遺構面の深さが解明されるよう慎重に対処する。













史跡指定地(全体)

公有化の状況と予定
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